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国土交通省 宮崎河川国道事務所では、直轄管理区間の大淀川・本庄川・

綾北川・小丸川で伐採の必要が生じている樹木の伐採者を募集します。

簡単な条件と資格を満たせば、どなたでも応募することができます。

伐採にあたっては採取前に河川法の許可申請手続きを行っていただきます。

お知らせ

河川内樹木を伐採してくれる方を募集します

◎伐採した樹木は、無償でお持ち帰りいただけます

◎薪や農作業などの個人消費はもちろん、木材加工や販売などの

営利目的でも使用可能です

【公募方法及び応募用紙入手方法】

宮崎河川国道事務所ホームページ

「事務所からの募集情報」からダウンロード

http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/bosyu

詳細は宮崎河川国道事務所のＨＰをご確認ください。

～地域住民と連携・共同で行う

新たな河川管理～

応募者による伐採作業状況
※山形河川国道事務所管内伐採例

（山形河川国道事務所ＨＰより）

河川区域内の樹木は、繁茂が広がり河川管理の支障となっている箇所があります。

計画的に伐採を行いながら、河川の良好な維持管理を行っていますが、

伐採者公募を行い、地域の協力を得ることで、伐採された樹木の有効活用を図るとともに、

伐採費用の縮減を計る取り組みです。 燃料等としての自家消費、樹木の加工や販売ＯＫ

公募する理由

【公募期間】：平成３０年８月２３日から平成３１年３月２９日まで

（伐採予定期間：平成３０年１１月１日から平成３１年５月３１日）



◎問い合わせ先◎
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有
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都城市高崎町縄瀬地先 公募採取箇所

伐採エリア現地写真

公募伐採における効果

※このほかに宮崎河川国道事務所管内で９箇所

伐採箇所あり。都城市は高崎町縄瀬のみ。

伐採エリア
伐採エリア

樹木伐採箇所

※山形河川国道事務所管内伐採例

(山形河川国道事務所ＨＰより）


